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交通機関の運賃改定に伴う通勤手当の報告について（通知） 

 

 日頃より適正な給与支給事務に御協力いただきまして感謝申し上げます。 

 令和元年１０月１日より消費増税に伴う交通機関の運賃改定が行われることによる事務

処理については、令和元年９月２６日付け教職第５８５号のとおりですが、運賃改定に伴

う通勤手当の給与報告については以下のとおりお願いいたします。 

 

記 

 

１ 既に認定されている通勤手当の支給月が１０月である場合 

  １０月給与報告時に、小中学校県費事務システムで運賃改定後の定期券等の額での報

告を行ってください。（報告例１） 

２ 既に認定されている通勤手当の支給月が１０月以外である場合 

  支給単位期間が運賃改定日をまたいでいる場合、運賃改定日をまたいだ支給単位期間

における最終月の末日をもって変更の事実が生じたものとみなす（みなし事実発生日）

ため、その「みなし事実発生日」以後の直近支給月の給与報告時に、小中学校県費事務

システムで運賃改定後の定期券等の額での報告を行ってください。（報告例２） 

３ 複数経路の交通機関で認定されており、支給単位期間がずれている場合 

  認定されている交通機関が複数あり、その支給単位期間がずれている場合、それぞれ

の交通機関に係る手当支給月に応じた「みなし事実発生日」以後の直近支給月の給与報

告時に、小中学校県費事務システムで各交通機関の運賃改定後の定期券等の額での報告

を行ってください。（報告例３） 

４ 運賃改定前に支給された手当の返納が生じる場合 

  返納元の手当は運賃改定前に支給されたものであるので、返納額の算出にあたっては

運賃改定前の定期券額に基づいて算出する。（報告例４） 

 

 



≪報告例１≫ 

 ６か月定期（４月、１０月支給）の認定を受けている場合 

   〈 通勤認定経路 〉 

      自宅         バス停       大宮駅        浦和駅 

                                    

            徒歩            バス         Ｊ   Ｒ 

  【改定前】   バス   7,744円（ＩＣ乗車券：毎月支給） 

         ＪＲ  24,810円（６か月定期：４月・１０月支給） 

  【改定後】  バス  7,880円（ＩＣ乗車券：毎月支給） 

                 ＪＲ   25,290円（６か月定期：４月・１０月支給） 

〈 通勤手当支給報告 入力要領 〉 

   入 力 種 別   転居・経路変更等  

    支給開始年月  令和元年１０月   

  普通交通機関１ 運賃等相当額  ７８８０円 単位期間 １箇月 直近支給月 １０月 

  普通交通機関２ 運賃等相当額 ２５２９０円 単位期間 ６箇月 直近支給月 １０月 

〈 各月の通勤手当支給額 〉 

支給月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 

バ ス 7,744 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 

Ｊ Ｒ  25,290  25,290  

合 計  33,170  33,170  

 

     （運賃改定に伴う認定） 

※ 運賃改定に伴う認定における事実発生日は令和元年１０月１日となるので、１０月分通

勤手当から改定後の定期券等の額での支給となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪報告例２≫ 

 ６か月定期（６月、１２月支給）の認定を受けている場合 

   〈 通勤認定経路 〉 

      自宅        大宮駅        浦和駅 

                                    

            徒歩          Ｊ   Ｒ 

  【改定前】   ＪＲ  24,810円（６か月定期：６月・１２月支給） 

  【改定後】  ＪＲ   25,290円（６か月定期：６月・１２月支給） 

 〈 通勤手当支給報告 入力要領 〉 

  ※１２月給与報告で報告   

   入 力 種 別   転居・経路変更等  

    支給開始年月  令和元年１２月  

  普通交通機関１ 運賃等相当額 ２５２９０円 単位期間 ６箇月 直近支給月 １２月 

〈 各月の通勤手当支給額 〉 

支給月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 

Ｊ Ｒ 24,810  25,290  

     

合 計 24,810  25,290  

 

                                 （運賃改定に伴う認定） 

※  この場合の運賃改定に伴う認定における事実発生日は、令和元年１１月３０日（みなし

事実発生日）であるので、１２月分から改定後の定期券等の額での支給となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪報告例３≫ 

 支給単位期間がずれている場合 

   〈 通勤認定経路 〉 

      自宅         岩槻駅       大宮駅        浦和駅 

                                    

            徒歩          東武         Ｊ   Ｒ 

  【改定前】   東武   43,310円（６か月定期：４月・１０月支給） 

         ＪＲ  24,810円（６か月定期：５月・１１月支給） 

  【改定後】  東武  44,070円（６か月定期：４月・１０月支給） 

                 ＪＲ   25,290円（６か月定期：５月・１１月支給） 

 〈 通勤手当支給報告 入力要領 〉 

  ※１０月給与報告時    

   入 力 種 別   転居・経路変更等  

    支給開始年月  令和元年１０月   

普通交通機関１ 運賃等相当額 ４４０７０円 単位期間 ６箇月 直近支給月 １０月 

普通交通機関２ 運賃等相当額 ２４８１０円 単位期間 ６箇月 直近支給月 １１月 

  ※１１月給与報告時    

入 力 種 別   転居・経路変更等  

    支給開始年月  令和元年１１月   

普通交通機関１ 運賃等相当額 ４４０７０円 単位期間 ６箇月 直近支給月 ４月 

普通交通機関２ 運賃等相当額 ２５２９０円 単位期間 ６箇月 直近支給月 １１月 

 

〈 各月の通勤手当支給額 〉 

支給月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

東 武 43,310      44,070   

Ｊ Ｒ  24,810      25,290  

合 計 43,310 24,810     44,070 25,290  

 

                          （運賃改定に伴う認定） 

 ※ 東武についての運賃改定に伴う認定における事実発生日は、令和元年１０月１日である

ので、１０月分から改定後の定期券額等の額での支給となる。 

   ＪＲについての運賃改定に伴う認定における事実発生日は、令和元年１０月３１日（み

なし事実発生日）であるので、１１月分から改定後の定期券額等の額での支給となる。 

 



≪報告例４≫ 

 手当の返納が生じる場合 

  ６月に６か月定期の手当が支給済みであるが、１０月１日より経路変更 

   〈 通勤認定経路 〉 

     ◎ 変更前 

      自宅         大宮駅        浦和駅 

                                    

            徒歩          Ｊ   Ｒ 

◎ 変更後 

  自宅         与野駅        浦和駅 

                                    

            徒歩          Ｊ   Ｒ 

  【経路変更前（運賃改定前）】   ＪＲ  24,810円（６か月定期：６月・１２月支給） 

  【経路変更後（運賃改定後）】  ＪＲ   23,710円（６か月定期：４月・１０月支給） 

 

〈 通勤手当支給報告 入力要領 〉 

  ※１０月給与報告で支給報告  

   入 力 種 別   転居・経路変更等  

    支給開始年月  令和元年１０月  

  普通交通機関１ 運賃等相当額 ２３７１０円 単位期間 ６箇月 直近支給月 １０月 

  ※ 運賃改定後の定期券額を報告する。 

  ※１０月給与報告で返納報告  

   返 納 事 由   経路変更  

    返納事由発生年月日  令和元年１０月１日 

  返 納 額  ４６９０円  

   ※ 返納元の手当は運賃改定前に支給されたものであるので、返納額は運賃改定前の定期

券額に基づいて算出すること。 

〈 各月の通勤手当支給額 〉 

支給月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 

Ｊ Ｒ 24,810  23,710  

返 納   -4,690  

合 計 24,810  18,680  

 

                          （運賃改定に伴う認定） 


